
第４ 節 火災に関する 警報の発令中における 火の使用の制限 

（ 火災に関する 警報の発令中における 火の使用の制限）  

第 3 0 条 火災に関する 警報が発せら れた場合における 火の使用については、 次の各号

に定める と こ ろ によ ら なければなら ない。  

⑴ 山林、 原野等において火入れを し ないこ と 。  

⑵ 煙火を 消費し ないこ と 。 ただし 、 消防長が火災の予防上支障がないと 認める と き

は、 こ の限り でない。  

⑶ 屋外において火遊び又はたき 火を し ないこ と 。  

⑷ 屋外においては、 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙を し ない

こ と 。  

⑸ 残火（ たばこ の吸い殻を 含む。）、 取灰又は火粉を 始末する こ と 。  

 

条則 

（ 火災に関する 警報）  

第 1 9 条 法第 2 2 条第３ 項の火災に関する 警報（ 以下「 火災警報」 と いう 。） は、 消防

長が発令し 、 及び解除する 。  

２  火災警報（ 条例第 3 0 条の８ 第１ 項の林野火災の予防を 目的と し た火災に関する 警

報（ 以下「 林野火災警報」 と いう 。） を 除く 。） は、 法第 2 2 条第２ 項の規定によ り 通

報を 受けた場合であつて、消防長が火災の予防上危険である と 認める と き に発令する 。 

３  林野火災警報は、 法第 2 2 条第２ 項の規定によ り 通報を 受けた場合であつて、 消防

長が林野火災の予防上危険である と 認める と き に発令する 。  

４  火災警報は、 降雨又は降雪中は、 発令し ないこ と がある 。  

５  消防長は、 火災警報の発令及び解除を 伝達する ために必要な施設を 利用する こ と が

でき る 。  

６  第２ 条の２ の規定は、 条例第 3 0 条の８ 第２ 項において準用する 条例第 3 0 条の７

第４ 項の規定によ る 公示について準用する 。  

 

【 解説】  

 本条は、 法第 2 2 条第４ 項の規定に基づき 、 火災に関する 警報の発令中における 火の使用

の制限について規定し たも のであり 、 第 2 6 条に対し て特別規定の関係にある こ と から 、 火

災に関する 警報の発令中にあっ ては、 本条が優先適用さ れる 。  

ま た、 本条の規定に違反し た者については、 法第 4 4 条の罰則が適用さ れる 。  

 

１  「 火災に関する 警報」 と は、 法第 2 2 条第３ 項の規定に基づき 、 条則第 1 9 条によ り 発

令さ れたも のである 。  

 

２  発令の条件については、 条則第 1 9 条第２ 項にその基準が示さ れている 。  

 

３  「 火入れ」 と は、 森林法第 2 1 条第１ 項に基づく 火入れを はじ め、 原野、 堤防等におい



て、 ある 区域内の草木等を 焼却除去し よ う と する 行為のすべてを いう 。  

  なお、 同条の規定によ り 、「 広島市火入れに関する 条例」（ 昭和 5 9 年広島市条例第 4 2

号） が制定さ れ、 その事務処理要領が示さ れている 。（ 別添資料９ 参照）  

 

４  「 煙火」 と は、 がん具用煙火を 含む。  

 

５  「 屋外」 と は、 建築物の外部を いう も のであり 、 敷地内である か否かを 問わない。  

 

６  「 火遊び」 と は、 火の持つ本来の効用を 利用する だけでなく 、 単に好奇心を 満足さ せる

ため、 火を 使い又は漫然と 退屈し のぎ等のために火を 燃やす行為を いう 。  

 

７  ［ たき 火］ については、 第 2 6 条の解説を 参照する こ と 。  

 

８  「 引火性又は爆発性の物品その他の可燃物」 については、 第 2 6 条及び第 2 7 条の解説

を 参照する こ と 。  

 

９  「 残火」 及び「 取灰」 は、 いずれも 何ら かの火を 使用する 行為があっ た後に残さ れたも

のである 。  


